
用地調査等業務積算基準及び標準歩掛の改正概要 

 

令和６年 10 月１日 

長野県建設部建設政策課用地・土地利用係 

 

１ 主な改正内容 

〇第４章 標準歩掛 の一部を変更する。 

４－２ 調査業務 

Ⅱ 建物等の調査…石綿調査算定要領改正に伴う条ずれ 

         非木造建物の構造別区分 

Ⅳ 営業その他の調査…仮住居、借家人又は家賃減収補償（標準家賃調査あり）算

定基準新設 

Ⅷ 補償説明…総合技術業務との業務内容整理 

軽微な業務としての位置付けを明確化 

        用地交渉の前捌き的な業務として、事前調整等と整理 

Ⅻ 地盤変動影響調査等…補償説明と区別することで、歩掛内容等を更新 

 

〇文書の体裁や用語の一部を変更する。 

  

２ 適用年月日 

令和６年 10 月１日（同日以降に起工起案する業務から） 

 

 

 

―以上― 

 


